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   Information

「健全化判断比率」と
「資金不足比率」の公表

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
は、地方公共団体の決算状況を財政健全化の指
標（健全化判断比率・資金不足比率）で表すも
ので、雄武町の財政健全化の指標を、令和３年
度決算状況に基づき算定しましたので、お知ら
せします。
　なお、資金不足比率については、簡易水道事
業特別会計、公共下水道事業特別会計、国民健
康保険病院事業会計のいずれの会計においても
資金不足がないため、それぞれの比率は生じま
せん。
　国が示す早期健全化基準を下回り、町の財
政状況は「健全」であると判断できますが、
雄武町の財政状況が厳しい状況であることに
変わりはなく、今後も財政の健全化に努めて
まいります。

◉令和 3年度　健全化判断比率

比率の種類 雄武町の
比率(％)

早期健全化
基準 (％ )

財政再生
基準 (％ )

実質赤字比率 －（－） 15 20

連結実質赤字比率 －（－） 20 30

実質公債費比率 8.1（8.2） 25 35

将来負担比率 －（－） 350

　「－」は比率が生じないことを表す。（カッコ
内は前年度数値）
　雄武町は実質赤字、連結実質赤字および将来
負担比率が発生しないため、それぞれの比率は
算定されませんが、比率が早期健全化基準を上
回ると、状態がよくないことを表し、財政再生
基準を上回ると、深刻な状況であることを表し
ます。
※町ホームページにも掲載しています。

問財務企画課財政係

雄
武
町
基
本
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

雄
武
町
統
計
調
査
員
の
募
集
に
つ
い
て

　
雄
武
町
基
本
調
査
は
、
本
年
10
月
1
日

現
在
で
町
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
と

世
帯
が
対
象
で
す
。

　
こ
の
調
査
は
、
町
の
最
も
基
本
的
な
資

料
と
な
る
人
口
や
世
帯
数
の
ほ
か
、
産
業

別
の
人
口
構
成
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
変

化
す
る
複
雑
な
社
会
情
勢
に
対
応
す
る
た

め
、
町
独
自
で
実
施
す
る
も
の
で
す
。

　
町
行
政
に
直
接
役
立
つ
資
料
を
得
る
た

め
の
大
変
重
要
な
調
査
と
な
り
ま
す
。
町

の
統
計
調
査
員
が
調
査
票
を
各
世
帯
に
配

布
・
回
収
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

統
　
計

い
し
ま
す
。

問
総
務
課
情
報
統
計
係

　
雄
武
町
で
は
、
統
計
調
査
員
と
し
て
、

統
計
に
関
し
て
理
解
と
熱
意
を
持
っ
て
、

町
や
国
が
実
施
す
る
統
計
調
査
の
業
務
に

従
事
し
て
く
だ
さ
る
人
を
広
く
募
集
し
て

い
ま
す
。

　
業
務
内
容
に
つ
い
て
は
、
調
査
票
の
配

布
、
回
収
や
回
収
し
た
調
査
票
の
点
検
、

整
理
な
ど
に
従
事
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。
な
お
、
統
計
調
査
に
従
事
し

社
会
福
祉

　
「
里
親
」
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に

よ
り
家
庭
で
暮
ら
せ
な
く
な
っ
た
子
ど
も

た
ち
を
、
自
分
の
家
庭
に
迎
え
入
れ
て
、

愛
情
と
ま
ご
こ
ろ
を
こ
め
て
養
育
し
て
く

だ
さ
る
人
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
北
見
児
童
相
談
所
で
は
「
虐
待
」「
傷

病
」「
離
婚
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
に

よ
り
家
庭
で
生
活
で
き
な
い
子
ど
も
の
相

談
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。現
在
、オ
ホ
ー

ツ
ク
管
内
に
は
約
60
組
の
里
親
さ
ん
が
お

り
、
約
30
人
の
子
ど
も
た
ち
が
里
親
家
庭

で
生
活
し
て
い
ま
す
。

　
里
親
は
、
特
別
な
人
だ
け
が
な
れ
る
イ

メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の
人
も
い
る
よ
う
で
す

が
、特
別
な
資
格
な
ど
は
必
要
で
は
な
く
、

実
際
に
は
ど
こ
に
で
も
い
る
普
通
の
ご
家

庭
の
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
た
ち
で
す
。

　
里
親
に
は
次
の
４
つ
の
種
類
が
あ
り
、

「
養
子
縁
組
を
し
た
い
」、「
祖
父
母
が
孫

を
育
て
て
い
る
」
な
ど
事
情
に
応
じ
た
区

分
も
あ
り
ま
す
。

養
育
里
親

　
保
護
者
が
引
き
取
れ
る
ま
で
、
ま
た
は

児
童
が
自
立
し
て
社
会
に
出
る
ま
で
の
間

養
育
す
る
里
親
。
委
託
期
間
は
、
数
年
か

ら
十
数
年
の
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、数
日
、

里
親
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

対 象 者 交 付 枚 数
① 満 75 歳以上 24 枚
② 満 70 歳以上の単身世帯 24 枚
③ 満 70 歳以上の夫婦世帯 18 枚

④ 満 70 歳以上で自動車運
転免許証を自主返納され
た人

対象者の世帯
状況により
24 枚または
18 枚

　
広
報
紙
４
月
号
で
も
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
が
、
次
の
対
象
者
に
令
和
４
年
度
分
の

交
通
費
助
成
券
（
ハ
イ
ヤ
ー
券
）
や
入
浴

優
待
券
を
交
付
し
ま
す
。
申
請
が
お
済
で

無
い
人
は
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。（
す

で
に
申
請
済
の
人
は
対
象
外
で
す
）

◉
高
齢
者
交
通
費
助
成

　
自
動
車
を
持
っ
て
い
な
い
人
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

※
年
度
途
中
に
対
象
と
な
っ
た
人
は
、
決     

　
定
月
か
ら
月
割
計
算
と
な
り
ま
す
。

※
１
回
の
利
用
に
つ
き
１
枚
使
用
で
き
、

　
基
本
料
金
分
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
令
和
４
年
度
か
ら
名
称
を
「
居
宅
老
人

　
交
通
費
助
成
」
か
ら
「
高
齢
者
交
通
費

　
助
成
」
に
変
更
し
て
お
り
ま
す
。(

助

　
成
内
容
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん)

◉
重
度
身
体
障
害
者
ハ
イ
ヤ
ー
料
金
助
成

《
交
付
枚
数
43
枚
》

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
身
体
障
害
者
手
帳（
１
級
ま
た
は
２
級
）

の
下
肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
、
視
覚

障
害
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
人

②
療
育
手
帳
Ａ
判
定

※
１
回
の
利
用
に
つ
き
１
枚
使
用
で
き
、

　
基
本
料
金
分
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

◉
高
齢
者
等
入
浴
優
待
券

《
交
付
枚
数
12
枚
》

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
満
70
歳
以
上

②
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
、
２
級

③
療
育
手
帳
Ａ
判
定 

④
精
神
障
害
者
手
帳
１
級

※
年
度
途
中
に
交
付
対
象
と
な
っ
た
場

合
、
該
当
月
の
翌
月
か
ら
月
割
計
算
と
な

り
ま
す
。

（
例　
５
月
に
70
歳
に
な
っ
た
人
は
、
翌

月
６
月
か
ら
の
月
割
計
算
で
、
10
枚
の
交

付
と
な
り
ま
す
）

必
要
書
類(

共
通
事
項
）

・
印
鑑

・
生
年
月
日
が
確
認
で
き
る
書
類(

被
保

険
者
証
な
ど
）

・
各
種
手
帳

※
高
齢
者
交
通
費
助
成
の
④
に
該
当
す
る

場
合
、「
運
転
免
許
の
取
消
通
知
書
」

な
ど
、
運
転
免
許
証
を
自
主
返
納
し
た

数
週
間
、
数
ヶ
月
の
短
期
間
だ
け
お
願
い

す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

専
門
里
親

　
一
定
要
件
を
満
た
し
た
養
育
里
親
な
ど

が
研
修
を
受
講
し
て
登
録
し
、
被
虐
待
児
・

非
行
児・障
が
い
児
を
養
育
す
る
里
親
で
す
。

養
子
縁
組
里
親

　
養
子
縁
組
を
前
提
と
す
る
里
親
で
す
。

親
族
里
親

　
両
親
の
死
亡
・
行
方
不
明
等
、
特
別
な

事
情
で
養
育
で
き
な
い
児
童
を
、
祖
父
母

や
兄
弟
姉
妹
が
里
親
と
し
て
養
育
す
る
も

の
で
す
。

　
オ
ホ
ー
ツ
ク
管
内
で
は
、
子
ど
も
の
年

齢
や
里
親
さ
ん
と
の
相
性
な
ど
も
考
慮
し

て
委
託
先
を
決
め
る
た
め
、
管
内
各
地
に

里
親
さ
ん
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ

ま
す
。ぜ
ひ
、里
親
と
し
て
登
録
い
た
だ
き
、

家
庭
に
恵
ま
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
の
養
育

を
担
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
里
親
を
希
望
さ
れ
る
人
、
里
親
制
度
に

つ
い
て
も
う
少
し
知
り
た
い
人
は
、
担
当

者
か
ら
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、
町
内
会
や
サ
ー
ク
ル
活
動
の
お

仲
間
で
里
親
制
度
の
こ
と
を
聞
い
て
み
た

い
と
い
う
場
合
も
、
担
当
者
が
お
伺
い
し

て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
可
能

で
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
雄
武
町
役
場
で
は
養
育
里
親
名
簿
に
登

録
さ
れ
た
方
に
奨
励
金
３
万
円
を
支
給
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

問
北
海
道
北
見
児
童
相
談
所
地
域
支
援
課

☎
０
１
５
７
‐
２
４
‐
３
４
９
８

問
福
祉
給
付
課
社
会
福
祉
係

こ
と
を
証
明
で
き
る
書
類

※
町
税
な
ど
を
滞
納
し
、
納
付
に
つ
い
て

著
し
く
誠
実
性
を
欠
く
場
合
は
、
交
付

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
請
窓
口
お
よ
び
問
い
合
わ
せ

・
福
祉
給
付
課
社
会
福
祉
係

　
令
和
４
年
秋
の
火
災
予
防
運
動
を
次
の

と
お
り
実
施
し
ま
す
。

　
こ
の
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い

気
候
と
な
る
時
季
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、

火
災
予
防
思
想
の
一
層
の
普
及
を
図
り
、

秋
の
火
災
予
防
運
動
の
実
施

消
　
防

火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
高
齢
者
な
ど
を

中
心
と
す
る
死
者
の
発
生
を
減
少
さ
せ
る

と
と
も
に
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

実
施
期
間　
10
月
15
日
㈯
～
31
日
㈪

重
点
目
標

　
・
住
宅
防
火
対
策
の
推
進

　
・
乾
燥
時
及
び
強
風
時
の
火
災
発
生
防

　
　
止
対
策
の
推
進

　
・
放
火
火
災
防
止
対
策
の
推
進

　
・
防
火
対
象
物
に
お
け
る
防
火
安
全
対

　
　
策
の
徹
底

　
・
製
品
火
災
の
発
生
防
止
に
向
け
た
取

　
　
組
の
推
進

　
・
多
数
の
者
が
集
合
す
る
催
し
に
対
す

　
　
る
火
災
予
防
指
導
等
の
徹
底

問
消
防
署
雄
武
支
署

☎
８
４
‐
２
０
５
２

て
い
た
だ
い
た
場
合
、
調
査
区
域
の
戸
数

に
応
じ
た
報
酬
を
お
支
払
い
し
ま
す
。

　
統
計
調
査
員
に
つ
い
て
関
心
を
お
持
ち

の
人
は
、
雄
武
町
役
場
情
報
統
計
係
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課
情
報
統
計
係


